
議案第４５号  

 

亀山市都市計画税条例の一部改正について  

 

亀山市都市計画税条例の一部を別紙のとおり改正する。  

 

 

         令和７年５月３０日提出  

 

              亀山市長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例  

 

提案理由  

 条例の改正について、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。  

 



亀山市条例第   号 

 

亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

亀山市都市計画税条例（平成１７年亀山市条例第５４号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

（法附則第１５条第３７項の条例で定

める割合） 

（法附則第１５条第３８項の条例で定

める割合） 

５ 法附則第１５条第３７項に規定する 

条例で定める割合は、２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第３８項に規定する 

条例で定める割合は、２分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第１項、第９項、 

第１３項から第１７項まで、第１９項、 

第２０項、第２４項、第２７項、第３１

項から第３３項まで、第３６項、第

３７項若しくは第４４項、第１５条の

２第２項、第１５条の３又は第６３条

の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第

３３項」とあるのは「若しくは第３３

項又は法附則第１５条から第１５条の 

１７ 法附則第１５条第１項、第９項、 

第１３項から第１７項まで、第１９項、 

第２０項、第２４項、第２７項、第３１ 

項から第３４項まで若しくは第３７項、 

第１５条の２第２項、第１５条の３又

は第６３条の規定の適用がある各年度

分の都市計画税に限り、第２条第２項

中「又は第３３項」とあるのは「若し

くは第３３項又は法附則第１５条から

第１５条の３まで若しくは第６３条」 

 ３まで若しくは第６３条」とする。  とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


